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水道水質検査法の提案募集（第 2期）について 

 

平成 22 年 3 月 11 日 

厚生労働省健康局水道課 

水道水質管理室 

 

１．趣旨   

・ 水質基準項目等の検査方法については、水質基準に関する省令に基づく告示等により、公定

検査法として定められている。また、これ以外の水質管理目標設定項目等の検査方法につい

ても、同様に通知により標準検査法が示されている。 

・ また、平成１５年４月の厚生科学審議会答申を受け、水質検査技術の革新等に柔軟に対応で

きるようにするため、公定検査法と同等以上と認められる検査方法については公定検査法と認

める柔軟なシステムを採用することとした。 

・ このため、厚生労働省では、平成 19 年 3 月に新たな検査手法について民間水質検査機関等

から広く提案募集を行い、審査の結果、採用可能となった検査法については、公定検査法とし

て位置づけた。 

・ 前回提案募集を行った際の提案検査法について審査が完了したことから、今般、公定法等とし

て採用されるべき新たな検査方法について、提案の募集を行うこととした。 

 

２．提案募集の対象となる項目 

①水質基準項目 

 

・ 「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定め

る方法」（平成１５年７月２２日 厚生労働省告示第２６１号）に

示された水質基準項目の検査方法 

②残留塩素の検査方法 ・ 「水道法施行規則第十七条第二項の規定に基づき厚生労働大

臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法」（平

成１５年９月２９日 厚生労働省告示第３１８号）に示された遊離

残留塩素及び結合残留塩素の検査方法 

③資機材材質基準項目及

び給水装置浸出性能基

準項目 

・ 「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」（平成９年４月２

２日 厚生省告示第１１１号）に示された浸出用液の調整におけ

る水質の確認方法及び浸出液の分析方法 

・ 「資機材等の材質に関する試験」（平成１２年２月２３日 厚生省

告示第４５号）に示された浸出用液の調整における水質の確認

方法及び浸出液の分析方法 

④簡易専用水道の管理の

検査における水質検査

項目 

・ 「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項」

（平成１５年７月２３日厚生労働省告示第２６２号）に示された給

水栓における水質の検査の方法 

⑤その他 ・ 「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改

正等並びに水道水質管理における留意事項について」（平成１

５年１０月１０日付け健水発第１０１０００１号）に示された水質管
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理目標設定項目の標準的な検査方法 

・ その他水道水（浄水）や水道原水の水質検査に用いられる検

査方法として通知等により示されたもの 

 

 

３．提案要件 

（１） 提案者の条件  

・ 提案検査法の審査において求める負担に対応できる者。（５．留意事項を参照。） 

 

（２） 検査法の原則 

・ 検査法は、厚生科学審議会答申で提言された次の４つの要件に合致したものであることとす

る。 

（ア）水質基準項目を確度よく測定できる方法であること 

（イ）定量下限として基準値の１／１０以下の値が得られる方法であること 

（ウ）精度の高い方法であること（基準値の１／１０付近において、変動係数が無機化合物で１

０％以内、有機化合物で２０％以内であること） 

（エ）ベンゼンなどの有害物質を極力使用しない方法であること 

 

（３） 提案募集の優先度 

・ 今回募集する新しい検査法等について、水道水質検査法検討会における議論を踏まえ、優先

して募集する事項は以下のとおりとする。 

 

【検査方法全般】 

 より多項目を一斉に分析することが可能な方法。 

 より安全な試薬を使用する方法 

 検査時間を大幅に短縮することが可能な方法 

 GC-MS/MS、LC-MS、LC-MS/MSによる検査方法 

※ 単に試薬量を減ずる方法や使用器具の軽微な変更等については、原則として募集対象としない。 

 

【検査対象項目】 

 臭素酸 

 非イオン界面活性剤 

 

 

４．提案方法 

（１） 提出書類 

・ 以下の書類をＡ４ファイルに綴じて、（２）の送付先まで１０部提出すること。 なお、提案に係る

提出資料における使用言語は、日本語とする。 

 

 提案様式（別紙１の様式参照）  
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 提案者に関する資料（会社概要等）  

 関連論文等の技術資料  

 その他関連資料（必要に応じて）  

 

（２） 問い合わせ先及び提案書類送付先 

厚生労働省水道課水道水質管理室 

  〒１００－８９１６ 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

ＴＥＬ ０３－５２５３－１１１１ 内線４０３２  ＦＡＸ ０３－３５０３－７９６３ 

 

（３） 提案締切  

 平成２２年５月１０日（月）（必着）  

 

 

５．留意事項 

・ 提案に係る資料作成に係る費用は、提案者の負担とする。 

・ 提案検査法の審査にあたって、追加データの提供等にかかる費用については提案者が負担す

る。また中立機関での検証にあたって、新たに必要となる検査機器等については、提案者にお

いて負担するか、あるいは検査機器メーカー等からの協力が得られるよう調整するものとする。 

・ 提出された提案に係る資料・データは、検査法の検討・評価を行う水道水質検査法検討会に帰

属するものとする。 

 

 

６．提案検査法の検討の流れ 

提案検査法の検討の流れは以下のとおりとし、水道水質検査法検討会において検討を進めて

いくこととする。 

 

（１） 提案検査法の受付 

・ 提出された書類をもとに、提出すべき書類に不備がないか、提案要件を満たしているかどうか

等を確認する。 

・ 提案に問題がない場合、これを受理する。 

 

（２） 提案検査法の取扱の決定 

①提案検査法の新規性・優先度の分類 

受理した提案検査法について、その新規性・優先度から下記の６つに分類する。 

Ａ－１：新たな検査方法であるもの、又は現行告示等の検査方法の大幅な変更を伴うもので、

別紙１に示す優先度の高い事項に関する検査方法 

Ａ－２：新たな検査方法であるもの、又は現行告示等の検査方法の大幅な変更を伴うもので、

別紙１に示す優先度の高い事項以外の検査方法。 

Ａ－３：新たな検査方法であるもの、又は現行告示等の検査方法の大幅な変更を伴うもので

はあるが、普及が進んでいない機器を用いる検査方法等、現時点では採用困難と考
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えられるもの。 

B－１：現行告示等の検査方法の軽微な変更を伴うもので、変更によって大きなメリットがあ

る等、現行告示等の改正の必要性の高い検査方法。 

B－２：現行告示等の検査方法の軽微な変更を伴うもので、B－１に該当しない検査方法。 

Ｃ   ：現行告示等で対応可能なもの、現行告示等に対する疑義照会に類するもの等 

 

②取扱方針の決定 

原則として、①でＡ－１、Ａ－２又は B－１と分類されたものを「審査対象」とするが、その中で、

他の検査法の検討の結果を持って審査を行うことが望ましいもの等は、直ちに審査を行わず、

「継続審査」とする。また、提案資料ではデータが不十分である等により、さらなる検討が必要

と考えられるものについては、「審査実施の適否につき検討」とし、必要に応じて提案者から追

加データの提出等を求めることとする。 

 

（３） 提案検査法の審査 

・ 提案検査法の審査に先立ち、提出された提案様式に記載されているデータの妥当性や不足項

目の有無を確認する。必要に応じて、提案者からの意見を聴取する、あるいは提案者に対し、

新たなデータの提供等を依頼する。 

・ 提案検査法の審査は、現行公定法との比較、定量濃度範囲、定量下限値、添加回収率、分析

の再現性、偽陰性率等の観点から行う。また審査にあたり、原則として、中立な検査機関の協

力を得て、標準試料や実試料等を用い提案検査法の検証のための分析試験を実施する。 

・ 提案検査法が多数であった場合には、新規性・優先度に基づき、審査対象とする案件の絞り込

みを行う場合がある。 

・ 審査に要する期間は、提案状況や提案内容により異なる。 

 

※審査に要する費用についての考え方 

・ 追加データの提供等にかかる費用については提案者が負担するものとする。 

・ 中立機関での検証にあたって、新たに必要となる検査機器等については、提案者におい

て負担するか、あるいは検査機器メーカー等からの協力が得られるよう調整すること。 

 

 

（４） 検査方法の制定 

 （３）の審査の結果、採用すべきとされた方法について、必要に応じてパブリックコメント手続きを実

施し、検査方法告示等の改正を行う。 
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新検査法の提案様式 

 

１．提案者の概要 

 

項 目 記 入 欄 

機関名  

所在地 〒 

担当者名  

連絡先 TEL/FAX  

E-mail  

共同提案者、協力機関の有無  

（その他必要な情報）  

 

※ 共同提案者・協力機関がある場合、機関名等、役割分担についても記載。 

 

２．検査法の概要 

 

項 目 記 入 欄 

検査法の名称  

対象とする項目  

検査法の原理  

フロー図 （試料採取、前処理、分析、までの全工程について記載） 

必要な設備・試薬等 （使用する器具、装置、試薬、標準物質（内部標準物質等につい

て記載。） 

検査の各工程の手順 （試料採取、前処理、分析、空試験、検量線の作成、等の必要な

各工程について記載） 

各工程の留意事項 （試料採取、前処理、分析、空試験、検量線の作成、等の必要な

各工程について記載） 

妨害物質に関する情報  

有害物質の使用 （検査法における有害物質の使用の有無） 

（その他必要な情報）  

 

３．検査法の精度に関する情報 

 

項 目 記 入 欄 

定量濃度範囲  

定量下限値 （定量下限として基準値の１０分の１以下の値が確保できること

について記載） 

別紙２ 

別紙１ 
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変動係数 （基準値の１０分の１の濃度又は定量下限値での室内変動係数

のデータ（例えば、５回繰り返し測定による）。試料種別、分析機

関名、等について記載） 

添加回収率  

公定法との比較データ （試料の種別、比較対象の測定法名、具体的な比較データ、デ

ータの出典（分析機関名、文献名等）、等について記載） 

精度管理の留意事項  

（その他必要な情報）  

 

※ 検査法の精度に関するデータ（審査基準を満たすことを示す分析データ）としては、現行公定法

との比較データが、水道水（浄水）試料について、複数あること。また、水道原水試料についても、

同様の比較データを用意することが望ましい。 

※ 検査法の精度の検証については、精製水への標準添加試料、水道水（浄水、原水）への標準

添加試料、水道水（浄水、原水）の実試料、等を用いて行う。 

 

※ 精度に関する情報として添付を求めるデータの点数、種別、機関数等について、最低限の要件

を検討する必要がある。（不足する場合は、追加提出等の対応を求める。） 

 

４．検査法の特徴 

 

項 目 記 入 欄 

検査所要時間 （通常の検査での１検体あたりの平均的な検査所要時間、及び、

その計算条件、検査の各工程ごとの所要時間等を記載） 

同時検査可能検体数 （通常の検査での各工程の同時測定可能検体数、及び、その計

算条件（１セットの機器での測定可能検体数、等）について記載） 

平均検査費用 （委託検査の場合の通常の検査での１検体あたりの検査費用、

及び、その計算条件を記載。） 

検査設備の導入費用 （検査に必要な設備の導入、試薬等の購入、を行う際の標準的

な費用を記載） 

検査法の特徴 （提案する検査法についてのメリット（簡易性、正確性、コスト、自

動検査法に該当、複数の物質を同時に測定できる一斉分析法

に該当、等）について記載） 

現時点での検査法の課題 （提案する検査法についての課題（複雑性、正確性、コスト、等）

について記載） 

（その他必要な情報）  
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５．実用化の状況、他の公定法や検査機関での採用状況 

 

項 目 記 入 欄 

実用化の状況 （市販／市販予定／開発中、等の種別を記載） 

国内での実績、評価 （国内での採用実績、検査用途、等を記載） 

特許等の出願・登録状況 （出願中／登録済み、特許／実施権／再実施権、等の種別。該

当の場合は、対象国、出願日、番号、特許権者、名称・概要、範

囲、対価、等の内容を記載） 

中立機関での実証試験の実

績、等 

（実証試験の実績、検証試験の再実施の可否・条件、等につい

て記載） 

（その他必要な情報）  

 

６．学会等での発表状況 

 

※ 提案する検査法についての学会での発表論文等を、提出書類に添付。 
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